
関連する補助制度等 横浜市の地震火災対策

木造建築物安全相談事業
建築物不燃化推進事業補助

横浜市　安全相談事業 検索

本事業は、インターネットからもお申し込みいただけます。

古い建築物の解体や燃えにくい建築物の新築をご検討の場合

対象地区 木造建築物安全相談事業と同じ

補助上限 解　体　費
新築工事費

上限150万円
上限150万円

郵便はがき

２３１-８７９０

横浜市中区北仲通4-40
商工中金横浜ビル5階

一般社団法人
　横浜市建築士事務所協会
「木造建築物安全相談事業」係

 
 

0 0 3

ご記入いただいた内容については、
本事業の目的以外には使用しません。

差出有効期間
令和７年３月
31日まで

横浜港局
承認

料金受取人払郵便

9098

古い木造建築物の
安全性などを調査する専門家を

で派遣します。無 料

延焼のおそれのある範囲

道路からの
後退範囲 隣

地
と
の
境
界

道
路
の
中
心

火事がおきたら

燃え移らないか心配…

うちのブロック塀って

安全なのかな？

建替えるにしても

費用ってどれぐらい？

大きな地震がきても

家は壊れない？

　老朽建築物の解体費や、準耐火建築物などの耐火
性の高い建築物の新築工事費に対して、それぞれで
最大150万円を補助します。

【都市整備局 防災まちづくり推進課
電話： 045-671-3595】

より安全な建築物への改修をご検討の場合

電話： 045-671-3595】

木造建築物不燃化・耐震改修事業
　特定の地域で、木造建築物を燃えにくい建築物に改修
する不燃化改修と、地震に強い建築物に改修する耐震改
修を同時に行う場合、工事費の一部を補助します。

【都市整備局 防災まちづくり推進課

その他の補助制度

木造住宅耐震改修促進事業
　市内全域の昭和56年５月以前に着工した２階建て以
下の在来軸組工法の木造個人住宅を対象とした耐震改
修の補助です。

【建築局 建築防災課　045-671-2943】

発行
横浜市都市整備局 防災まちづくり推進課

電話：045-671-3595　FAX：045-663-5225

令和５年４月

〒231-0005　横浜市中区本町６-50-10 市庁舎29階

横浜市　まちの不燃化 検　索

家具転倒防止対策助成事業
　地震時のけが等を防止するために、家具転倒防止器具
の無料取付代行を行っています。
（対象要件あり。器具代は自己負担と
なります。）

【総務局 危機管理室 地域防災課　045-671-3456】

感震ブレーカー助成事業
　木造住宅密集地域を対象として、大規模地震時に電気
の供給を遮断し、通電火災を防ぐ
感震ブレーカーの器具代の一部
助成や取付の支援を行っています。

【総務局 危機管理室 地域防災課　045-671-3456】

解体 新築

切手を
貼ってく
ださい
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木造建築物安全相談事業とは ご利用の流れとお申込み先

事業対象地区
　対象となる地区は以下の通りです。詳細な位置については、お問い合わせください。

　　

　　

　事業の流れは以下の通りです。ご不明な点は下記までお問い合わせください。

＜内容＞

問問合せ・申込み
一般社団法人　横浜市建築士事務所協会「木造建築物安全相談事業」係　
電話：045-662-2711 受付時間：平日9:00～12:00、13:00～16:00

お申込みをご希望の場合は、下記協会へご連絡ください。

横浜市木造建築物安全相談事業　利用申込書
（申込先）横浜市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
第１号様式（第５条第１項）

フリガナ

申込者氏名
申込者住所
電話番号

建築物所在地
（申込者住所と
異なる場合記入）

対象建築物
の要件確認

形態

新築年月

図面の有無
延べ面積

（１・２階合計）

有　・　無

　　　m

増築の有無

敷地面積

有　・　無

　　　m

※　申込日から２週間以上先の日程でお立会い可能な調査日を記入し
度程間時3 ： 間時査調準標　　　　てください（土日祝日可）　

以下についてご確認の上、同意欄にチェック□ してください。(必須)

□　上記全てに同意します

現地調査日 第１希望
第２希望

　□　戸建住宅　　　 □　併用住宅（店舗・事務所）　
　□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
※長屋・共同住宅や、貸家の場合は様式が異なりますので、お問合せください。
（全ての所有者及び賃借人（居住者・使用者）の同意が必要です。）

　　　　年　　月　　日　　時 ～
　　　　年　　月　　日　　時 ～

昭和・平成　　年　　月　　日　　第　　　　　　号

明治・大正・昭和・平成　　　　年　　　　月

□木造　　 □ ２階建て以下　　 □ 築２２年以上

以下の内容をご確認ください。

わかる範囲で結構ですので、調査を行う建築物についてご記入をお願いします。

以下の要件を満たしているかをご確認の上、チェック□ してください(必須)。

２ ２

〒

〒
区

ー

・本事業における耐震診断結果の説明並びに耐震改修及び不燃化改修の概算費用の算出のために、
　今回調査を行う建築物の、横浜市の「木造住宅耐震診断事業」及び「木造住宅訪問相談事業」の利
　用履歴及び調査結果について、事業所管課から提供を受けること。
・横浜市の「木造住宅耐震改修促進事業」、「木造建築物不燃化・耐震改修事業」、「防災ベッド等設置
　推進事業」の補助申請があった際には、補助要件の適合性を確認するために、今回調査した建築物
　の耐震診断の利用履歴及び調査結果を事業所管課に提供すること。
・本事業の調査結果を、横浜市が申込者以外の所有者（売買後の所有者を含む。）、当該住宅の居住
　者及び賃借人に情報提供を行うこと。

建築確認
通知日・番号
（新築時）

　対象となる地区は以下の通りです。詳細な位置について フリガナ

申込者氏
申込者住
電話番号

建築物所在
（申込者住所と
異なる場合記入

対象建築
の要件確
以下に

わかる範囲

・本事業にお
今回調査を

　用履歴及び
・横浜市の「木
　推進事業」
　の耐震診断
・本事業の調
　者及び賃借

い合わせくださいては、お問い い。
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右下のハガキに必要
事項を記入し、郵送し
てください。
インターネットでもお
申込みが可能です。

※インターネットでもお申し込みが可能です。「横浜市　安全相談事業」で検索、
　または右記QRコードを読み取りください。

お申込みから約１週間
後に、ハガキまたはメ
ールで調査日時をお知
らせします。

調査員が建築物を調
査します。
（所要時間約３時間）

現地を見ながら、調
査結果報告書をご説
明します。
（所要時間約１～２
時間）※現地調査では、壁をは

　がすなど建築物を破壊
　することはありません。
　目視で可能な範囲で調
　査を行います。

※調査から２週間以降の
　日時で説明に伺います。

現地調査（訪問１回目）１

　　調査結果の説明（訪問２回目）２

・耐火性能の調査
・耐震診断　※対象となる要件を満たす場合のみ
・擁壁、崖、ブロック塀などの現況調査
・敷地に接する道路の状況

　古い木造建築物の耐火性能や耐震性のチェックのほかに、擁壁・崖・ブロック塀等の状
態、敷地に接する道路の状況などの調査を行い、解体・改修にかかる概算費用、利用でき
る補助制度などをご説明させていただく専門家（建築士）を無料で派遣する事業です。

対象となる建築物

耐震診断の対象について

　次の要件すべてを満たす建築物が対象
となります。
□　建築物の所在地が下記事業対象地区
　　内である
□　２階建て以下の木造建築物である
□　築22年以上である
□　申込者は建築物の所有者である

□　用途：住宅（併用住宅も可）
□　建築年月：昭和56年５月以前
□　構造：在来軸組工法

　安全相談事業で耐震診断を実施するの
は、上記要件に加え、次の要件をすべて
満たす建築物のみになります。

ご注意！

・耐火性の状態や耐震性と改善策、概算費用
・擁壁やブロック塀などの状態や改善策
・利用できる補助制度のご案内　　　　など

＜事業所管＞
　横浜市 都市整備局
　　防災まちづくり推進課

事業対象地区
凡例

重点対策地域
（不燃化推進地域）

横浜市　安全相談事業 検索
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